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１　目的

　高知県では、「よさこい健康プラン２１」の推進と「健康増進法」に基づき、たばこ対策に取り組んできた。平成23年度からは日本一の健康長寿県構想に｢たばこ対策｣を重点取組項目として、取組を進めている。受動喫煙対策の一つとして、多くの県民を受動喫煙の害から守るため、受動喫煙防止の周知と環境整備を進めることを目的に、受動喫煙の防止対策を実施している飲食店を認定し公表する。

２　実施主体
高知県
３　認定対象

　　県内で、受動喫煙防止対策として、禁煙もしくは分煙を実施している飲食店
４　認定手続き

1 【申込み】　受動喫煙の防止対策を実施している施設から申込書（様式１）等,

必要書類を健康長寿政策課に提出

　　②【認定】　申込書、写真等の書類審査により、禁煙優良施設または完全分煙施設として認定（様式２）、ステッカーを交付

　　③【公表】　高知県のホームページで「禁煙・分煙優良施設」認定施設として公表

５　認定基準

　　①【禁　　煙】　敷地内、もしくは建物内がすべて禁煙　　　

　　②【完全分煙】　完全な喫煙室があり喫煙場所から禁煙場所にたばこの煙やにおいが
もれないこと
　　

６　申込み方法
　　申込書（様式１）に必要事項を記入し、禁煙・分煙の様子が分かる写真を添えて、高知県健康長寿政策課の｢禁煙・分煙優良施設認定事業｣担当までメールまたは郵送。
７　応募期間　　通　年
８　認定内容の変更及び認定の取り消し

　　　認定後、取り組み内容が変更された場合（完全分煙から禁煙へ等）は、変更申込書（様式３）にて速やかに再度認定手続きを行うこと。また、認定解除を希望する場合は、認定解除申請書（様式４）にて手続きを行うこと。なお、取り組みが適正に行われていない場合や辞退を申し出た場合には、認定を取り消すことができる。




	店舗名
（申込者名）
	　　　　　　　　　　　　　　　　（　　　　　　　　　　）

	住　所
	〒

	電話番号
	

	お店の紹介や特色などを50字以内でお書きください
	　　　　　　

　　　　　　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　


※印の項目については、必ず記載してください。

上記の項目は高知県のホームページで公表します

☆ 禁煙・分煙の状況について（取り組み方法）

　　いずれかに○をしてください。わかりにくい場合は、その他にくわしい内容をご記入ください


☆ 写真　お客様や利用者様に禁煙･分煙の店舗であることをお知らせしている様子（貼紙や看板等）を撮影したものを添付してください
☆ 禁煙・分煙に取り組むきっかけやお客様、従業員の反応などをご記入ください

☆ 申込先

（様式２）

　



※【禁煙施設】又は【完全分煙施設】の認定した店舗には「認定証(ステッカー)」を交付しますので、出入り口又は室内の見えやすい場所に掲示してください。
※認定後、取り組み内容が変更となった場合(完全分煙から禁煙へ等)は、変更申込書にて速やかに

再度認定手続きを行ってください。

「空気もおいしい！」認定事業　禁煙・分煙優良施設認定事業
変更申込書

平成　　　年　　　月　　　日

　高知県健康政策部健康長寿政策課長　様

（申請者名）


　当施設は、　　　　　　　　　　　　　　
として認定を受けた内容について、下記のとお

り変更がありましたので、認定内容の変更を申し込みます。

	施設名
	

	施設所在地


	〒

(電話　　　－　　　　－　　　　　)　 (ＦＡＸ　　　－　　　　－　　　　　)

	管理者名
	

	変更内容
	　(変更前)　　　　　　　　　　　　　　　(変更後)

　






	変更理由
	


☆写真　お客様や利用者様に禁煙･分煙の施設であることをお知らせしている様子（貼紙や看

板等）を撮影したものを添付してください


☆申請先


「空気もおいしい！」認定事業　禁煙・分煙優良施設認定事業
認定解除申請書
平成　　　年　　　月　　　日
　高知県健康政策部健康長寿政策課長　様

（申請者名）
　当施設における受動喫煙防止対策実施施設について、認定解除を希望しますので、下記のとおり申請します。
	施設・店舗名
	施設名

管理者名

	施設所在地
	〒

(電話　　　－　　　　－　　　　　)　　(FAX　　　－　　　　－　　　　　)



	辞退理由
	


☆申請先


「空気もおいしい！」認定事業


～禁煙・分煙優良施設認定事業～





「空気もおいしい！」認定事業　申込書


～禁煙・分煙優良施設認定事業～





高知県健康政策部健康長寿政策課　たばこ対策担当


〒780-8570　高知市丸ノ内１‐２‐２０


E-mail　131601＠ken.pref.kochi.lg.jp


電話　　088-823-9675　　





高知県健康政策部健康長寿政策課　たばこ対策担当


〒780-8570　高知市丸ノ内１‐２‐２０


E-mail　131601＠ken.pref.kochi.lg.jp


電話　　088-823-9675





※





※





お問い合わせは


こちらまで




















（　　）【禁　　煙】　敷地内、もしくは建物内がすべて禁煙　　　





（　　）【完全分煙】　完全な喫煙室があり喫煙場所から禁煙場所にたばこの煙やにおいは


もれない。





◇取組み方法








�
住    所�
電　話�
�
�
高知県健康長寿政策課�
〒780-8570　高知市丸ノ内1-2-20�
088(823)9675�
�
�
安芸福祉保健所�
〒784-0001　安芸市矢ノ丸1-4-35�
0887(34)3175�
�
�
中央東福祉保健所�
〒782-0016  香美市土佐山田町山田1128-1�
0887(53)3171�
�
�
高知市保健所�
〒780-0850　高知市丸ノ内1-7-45�
088(823)9436�
�
�
中央西福祉保健所�
〒789-1201　高岡郡佐川町甲1243-4　�
0889(22)1240�
�
�
須崎福祉保健所�
〒785-8585　須崎市東古市町6-26 �
0889(42)1875�
�
�
幡多福祉保健所�
〒787-0028  四万十市中村山手通19 �
0880(35)5979�
�
�






（様式１）











実施要領





※

















（様式４）





（様式３）





第　　　号


平成　　年　　月　　日





　　　　　　　　　　様





高知県健康政策部健康長寿政策課長





「空気もおいしい！」認定事業


～禁煙・分煙優良施設認定事業～について（結果通知）





　平成　　年　　月　　日付で貴店舗から申し込みのあった標記の件について、下記のとおり結果をお知らせします。





記





１　　貴店舗の認定について　（該当する区分に○）





　　　　・【禁煙施設】として認定する





　　　　・【完全分煙施設】として認定する





認定要件に該当しない


　














　２　　備　考














　３　　連絡先


　　　　　高知県健康政策部健康長寿政策課


　　　　　〒７８０‐８５７０　　高知市丸ノ内１丁目２番２０号


　　　　　(電話)０８８－８２３－９６７５


　　　　　(ＦＡＸ)０８８－８２３－９１３７





理　由：





禁煙実施施設





完全分煙実施施設





禁煙実施施設





完全分煙実施施設





禁煙実施施設





完全分煙実施施設





高知県健康政策部健康長寿政策課　たばこ対策担当


〒780-8570　高知市丸ノ内１‐２‐２０


E-mail　131601＠ken.pref.kochi.lg.jp


電話　　088-823-9675　　









